
高崎市単位長寿会補助要綱  
（目的）  

第１条 この要綱は、高齢者の生きがいと健康づくりのための活動を行う単位長寿会に

対して、高崎市補助金等交付規則（昭和３９年高崎市規則第４６号）及びこの要綱の

定めるところにより、毎年度予算に定める範囲内において補助金を交付し、単位長寿

会の組織強化を図り、活動を促進させることを目的とする。 

（定義） 

第２条   この要綱において、「単位長寿会」とは、おおむね６０歳以上の者が会員とな

って結成する自主的な組織であって、補助金を交付する年度の４月１日時点で一般社

団法人高崎市長寿会連合会に加入している団体をいう。  
　（対象経費）  
第３条   補助金の対象経費は、単位長寿会の組織強化に係る経費並びにボランティア活

動、生きがいを高めるための各種活動、健康づくりに係る各種活動その他の社会活動

に必要な賃金、謝金、旅費、需要費、役務費、使用料、賃借料及び備品購入費とす

る。  
　（補助金額）  
第４条　補助金の額は、表の左欄に掲げる会員数に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げ

る額とする。  

２　単位長寿会に表の左欄に掲げる役職にある者がいる場合の補助金の額は、前項に規

定する補助金の額に当該役職にある者につきそれぞれ同表の右欄に掲げる補助金額を

加算した額とする。  

 
会員数 補助金額  

 ３０人未満 ２０，０００円

 ３０人～４９人 ５０，０００円

 ５０人～６９人 ５８，０００円

 ７０人～８９人 ７０，０００円

 ９０人～１０９人 ８０，０００円

 １１０人～１２９人 ９０，０００円

 １３０人～１４９人 １００，０００円

 １５０人～１６９人 １１０，０００円

 １７０人～１８９人 １２０，０００円

 １９０人～２０９人 １３０，０００円

 ２１０人～２２９人 １４０，０００円

 ２３０人～２４９人 １５０，０００円

 ２５０人～２６９人 １６０，０００円

 ２７０人～２８９人 １７０，０００円

 ２９０人以上 １８０，０００円



 

  （補助金の交付方法）  
第５条 補助金の交付方法は、前金払とする。  
（補助金の申請及び活動報告等）  

第６条   補助金の交付申請は、市長が別に指定する日までに単位長寿会補助金交付申請

書（様式第１号）をもって行わなければならない。  
２　市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、補助金の交付について可否を決

定し、単位長寿会補助金交付決定通知書（様式第２号）又は単位長寿会補助金交付申

請却下通知書（様式第３号）をもって申請者に通知するものとする。  
３　補助金の交付を受けた単位長寿会は、単位長寿会活動実績報告書（様式第４号）に

より、市長に活動の実績を報告するものとする。 

（設立届）  
第７条 単位長寿会を新たに設立する場合は、単位長寿会設立届（様式第５号）により、

市長に届出するものとする。  
（解散届）  

第８条 単位長寿会を解散する場合は、単位長寿会解散届（様式第６号）により、市長に

届出するものとする。  
（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  
 
      附   則  
　告示第２０号  
１　この告示は、平成３年４月１日から施行する。  
２　令和２年度に交付する補助金に係る第４条第１項の表の右欄に掲げる額については、

それぞれ当該額に１０分の９を乗じて得た額とする。  
附　則  

　告示第８７号  
　この告示は、平成９年４月１日から施行する。  
      附   則  
　告示第１０８－６号  

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。  
附　則  

　告示第６０号  
　この告示は、平成１９年４月１日から施行する。  

 
役職 補助金額

 
 地区長寿会連合会長 ３０，０００円

 地区長寿会連合会女性部長 ３０，０００円

 単位長寿会長 ３０，０００円



附　則  
　告示第８８－７号  
　この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  

附　則  
　告示第９７号  
　この告示は、平成２８年４月１日から施行する。  
　　　附　則  
　告示第６３号  
　この告示は、令和２年４月１日から施行する。  
　　　附　則  
　告示第１０１－１６号  
　この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

附　則  
　告示第１９号  
　この告示は、令和４年２月１６日から施行する。  

附　則  
　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附　則  
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


